
①　令和 6 年度 7 人

②　令和 6 年度 3 事業所

③　令和 6 年度 15,667 円

④　令和 6 年度 12,267 円

⑤　令和 6 年度 21.7 ％

⑥　派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

⑦ 　その他参考となる事項（福利厚生など）

⑧ 　派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別

・協定書の有効期間終期

・協定労働者の範囲 （販売業務、運搬業務、

事務用機器操作業務）

※マージンに含まれる費用
　　・社会保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分
　　・有給休暇取得時の賃金
　　・健康診断費用
　　・教育訓練費用
　　・その他、就業管理等の経費
　　・営業利益

【有給無償の訓練・研修】
　1．新規採用訓練（ビジネスマナー）
　2．商品知識、品質管理研修
　3．職種に応じた資格取得等の支援
　4．PC操作訓練
　5．リーダー研修

【キャリア・コンサルティング】
　相談窓口　：　代表取締役
　電話番号　：　043-306-5108

派遣労働者数

労使協定を締結している

令和8年1月31日

マージン率などの情報について

【会社名】 株式会社スカイ・エッヂ

【許可番号】 派12-301582

協会けんぽ健康相談などのサービス　　※社会保険加入者のみ

派遣先事業所数

労働者派遣料金

（1日8時間あたり全業務平均）

派遣労働者賃金

（1日8時間あたり全業務平均）

マージン率

（計算式：（③-④）÷③×100）

※マージン率とは
　派遣先より当社に支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を
　差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金で除して得られた
　率をマージン率といいます。


